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・総事業費５千万円以上か

・工期が複数年か 

新規箇所の決定（部内） 

第２次評価（優先度判定）

（個別評価、費用対効果）

第１次評価（妥当性判定）

新規事業の要求（補助事業、県単独事業） 

事前評価の

対象外 

ＮО 新規要求しない

（新規不採択）

事業採択後５年経過 

着工済みか 

又は、未着工か 
事業中評価 

事業継続又は

計画の見直し
事業の中止 

事業採択後５年経過（又は評価実施後５年経過） 

事業中評価 

事業継続又は

計画の見直し
事業の中止 

事業完了 

事業完了後一定期間（５年以内）が経過した事業が対象 

事後評価の実施 

・必要に応じ、改善措置を実施 

・事業評価手法の見直し 

事
前
評
価 

事
業
中
評
価 

事
後
評
価 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

着工済み

事
業
継
続
中 

未着工

＜事後評価の視点＞ 

・事業効果の発現状況 

・事業実施による環境の変化 

・同種事業の計画、調査のあり方に反映 

新規箇所の事業要求 

ＮО 

H14～（試行）県土整備部 

H15～（試行）農林水産部 

H17～ 両部とも本格導入 

H10～（実施） 

山形県各部局 

評
価
手
法
の
見
直
し H16 より検討着手 


